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責 任 者

氏 名

連 絡 先 携帯 電話

　　　　（第6条第3項）　本会の目的に反する団体は、加盟を取り消すものとする

チーム代表者

　　福島市ソフトボール協会

会　長 様

　　 　会則第６条第２項より、毎年２月末日までにその年度の登録をしなければならないことになっています。

　　 　1枚を登録申し込みの際に同封してください。

 NO. 

 NO.

　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　　異議は申し立てません。

 今年度登録番号

安　　倍　　誠　　一

〒

 前年度登録番号

　○　チームの登録は、年度登録です。

　　　
　○　表に貴チーム連絡先、住所、氏名を記載した郵便ハガキを社会人男子の部は２枚、小学生男子の部は

　２．試合中（大会中）における不慮の災害および事故の発生に関しては、すべて各個人の責任とし協会の

　　　　（第18条細則）　１．本会の加盟団体は、あらゆる大会において、本会の目的に反したり、品位を

　　　　　　　　　　　　　　　　けがす行為をしてはならない

　　　　　　　　　　　　　　２．違反した団体は、本会会則第6条第3項により、加盟を取り消し、事故発生から

　　　　　　　　　　　　　　　　１ヶ年間本会への加盟を認めない

　　　責任は問いません。

令和６年度　福島市ソフトボール協会登録申込書

　　　※　登録選手名は、別紙のとおりです。

　１．福島市ソフトボール協会会則第６条第3項及び第18条細則に違反した場合は、登録を取り消されても


〒


